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１ ⽬的 

この基本⽅針は、⼤阪公⽴⼤学（以下、「本学」という。）がその使命や⽬的を実現するた
めに⾏う内部質保証に関し、基本的な事項を定めることを⽬的とする。 
 
２ 内部質保証 
 本学における内部質保証は、教育及び研究、組織及び運営、並びに施設及び設備の状況に
ついて継続的に点検及び評価を⾏い、その結果に基づいて絶えず改善及び向上を図ること
を通じ、本学の教育研究等の質を保証することをいう。 
 
３ 責任及び実施体制 
（１）最⾼責任者 

a 内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、最⾼責任者を置く。 
b 最⾼責任者は、学⻑をもって充てる。 

（２）統括責任者 
a 最⾼責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として、統括責任

者を置く。 
b 統括責任者は、教育戦略担当副学⻑をもって充てる。 
c 統括責任者は、最⾼責任者の指⽰に基づき、内部質保証に関し必要な措置を講ずるもの

とする。 
 （３）実施体制 

a 内部質保証体制は、別表のとおりとする。 
b 内部質保証会議は、各分野の内部質保証に関する状況を把握し、全学の内部質保証に関

する業務を所掌する。 
c 各分野の内部質保証組織に推進責任者を置き、推進責任者は、所掌する委員会等におい

て、内部質保証を推進する。 
d 教育研究上の基本組織（学部、学域、研究科及び国際基幹教育機構）に推進責任者を置

き、各学部⻑、学域⻑、各研究科⻑及び国際基幹教育機構⻑をもって充てる。推進責任
者は、各教育課程に関する内部質保証（以下、「教育の内部質保証」という。）を推進す
る。 

e 教育の内部質保証に関する基本的事項については、別に定める。 
 



 
４ ⾃⼰点検・評価 

（１）本学は、内部質保証を推進するため、「⼤阪公⽴⼤学⼤学評価基本⽅針」及び「⼤阪
公⽴⼤学⾃⼰点検・評価実施要項」に基づき、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第
109 条第 1 項に定める⾃⼰点検・評価を実施する。⾃⼰点検・評価の実施については、別
に定める。 

（２）上記（１）の前提として、各分野の推進責任者は、所掌する委員会等において、恒常
的かつ継続的に点検・評価を実施するものとする。 

（３）上記（１）の前提として、教育研究上の基本組織ごとに、恒常的かつ継続的に各教育
課程にかかる点検・評価を実施するものとする。 

（４）上記（２）及び（３）にかかる点検・評価の評価項⽬は、認証評価機関が定める評価
基準を基礎として、各分野の推進責任者が所掌する委員会等及び教育研究上の基本組織
が別に定める。 

 
５ 情報収集及び分析 

（１）⾃⼰点検・評価の実施にあたり必要となる情報の収集及び分析については、データ利
活⽤推進室が中⼼となり⾏う。 

（２）上記（１）のほか、⾃⼰点検・評価の実施にあたっては、法⼈評価、教員活動点検・
評価等の学内の他の評価及び認証評価、分野別認証評価等の第三者評価の結果を活⽤す
るとともに、必要に応じて関係者（学⽣、卒業⽣・修了⽣等）から意⾒を聴取するものと
する。 

 
６ 改善計画の策定及び実施、報告 

内部質保証を推進するにあたり、⾃⼰点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合
には、「⼤阪公⽴⼤学⼤学評価による改善に係る基本⽅針」に基づき、全学で取組みを実
施する。 

 
 

附 則 
この基本⽅針は、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より施⾏する。 
 
別表（３関係） 

内部質保証の分野 実施組織 推進責任者 
教育 教育推進本部会議 教育戦略担当副学⻑ 
学⽣⽀援 教育推進本部会議 学⽣担当副学⻑ 
学⽣の受⼊ ⼊試推進本部会議 ⼊試担当副学⻑ 



研究 学術研究推進本部会議 研究戦略担当副学⻑ 
国際交流 国際化推進本部会議 国際交流担当副学⻑ 
社会連携 社会連携推進本部会議 社会連携担当副学⻑ 
施設・設備 施設管理委員会 学⻑が指名する副学⻑ 
情報システム 情報システム委員会 情報基盤センター⻑ 
図書館運営 図書館委員会 図書館機構⻑ 
教職課程 教職課程委員会 基幹教育担当副学⻑ 

 


